（産前産後の休暇）　
第24条 　６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性労働者から請求があったときは、休暇を与える。
２　産後８週間を経過していない女性労働者は、本人の請求の有無に関わらず、就業させない。
３　前項の規定にかかわらず、産後６週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
４　産前産後の休暇の期間は無給とする。
（母性健康管理の措置）　
第25条 　妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。
　①　産前の場合
　　　　妊娠２３週まで・・・・・・・・４週に１回
　　　　妊娠２４週から３５週まで
・・・２週に１回
　　　　妊娠３６週から出産まで
・・・・１週に１回
ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
　②　産後（１年以内）の場合
　　　医師等の指示により必要な時間
２　妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
1 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として　1 時間の勤務時間の短縮又は　1 時間以内の時差出勤を認める。
2 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回　数を増やす。
3 妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。
３　第１項及び第２項の申出をする者は、医師等の指示又は指導内容が記載された証明書を会社に提出しなければならない。
４　第１項及び第２項の申出による、不就労時間に対する部分は無給とする。
（育児時間及び生理休暇）　
第26条 　１歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか１日について２回、１回について３０分の育児時間を与える。
２　生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
３　第１項及び第２項の請求による、不就労時間に対する部分は無給とする。
（育児・介護休業、子の看護休暇等）　
第27条 　労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等（以下「育児・介護休業等」という。）の適用を受けることができる。
２　育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

（慶弔休暇）（任意）　
第28条 　労働者が次の各号の事由に該当し、本人が申請した場合は、次のとおり定める日数（原則として連続する暦日数）の慶弔休暇を与える。
1 本人が結婚したとき：結婚式又は入籍のいずれか遅い日から起算して3か月以内の　5　　日　
2 妻が出産したとき：出産予定日又は出産日を含む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　日
3 配偶者、子又は父母が死亡したとき　　　　　　　　　　　　　　　　５　　日
4 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき　　　　２　　日
5 その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき　　　会社の認めた日数
２　前項の慶弔休暇は有給とし、その期間については通常の賃金を支払うものとする。
（特別休暇）（任意）
第○条　労働者が次の各号の事由に該当し、会社がその必要を認めたときは、当該各号に必要な時間又は日数の特別休暇を与えることができる。
　　①　労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けるとき。
　　②　業務に必要な職業能力検定等を受けるとき。
　　③　疾病の感染を予防する必要があるとき。（第○条の就業禁止に該当する場合を除く）
　　④　その他会社が必要と認めるとき。
２　前項の特別休暇は有給とし、その期間については通常の賃金を支払うものとする。
３　労働者が特別休暇を取得しようとするときは、あらかじめ特別休暇取得申請書を会社に提出しなければならない。この場合において、その事由を確認するため、会社は労働者に対し、必要な書類を提出させることができる。
※上記の他、リフレッシュ休暇・ボランティア休暇などが有りますが、各社の福利厚生の位置づけの中で検討をして頂くことになります。


第29条 
※私傷病による休みは、欠勤もしくは有給で統一で良いと考えます。
（公民権行使の時間）
第○条　労働者が労働時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、また、公の職務に就くため、あらかじめ届け出た場合は、それに必要な時間又は日を与えるものとする。ただし、業務の都合により、時刻を変更することができる。
２　前項により取得した時間又は日は、原則として無給とする。
（裁判員等のための休暇）　
第30条 　労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。
1 裁判員又は補充裁判員となった場合　　　　　　　　必要な日数
2 裁判員候補者となった場合　　　　　　　　　　　　必要な時間
２　裁判員休暇を取得した日については、無給とする。（裁判員には手当が有るため）
　　（有給とすることでも良い。その場合の例「裁判員休暇を取得した日については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。ただし、旅費及び宿泊費は支給しない」
３　裁判員休暇を取得する労働者は、裁判所から第1項に関する通知を受け取ったとき、および裁判に参加、または裁判所に出頭したときは、出社後速やかに会社に報告しなければならない。
（会社都合による休業）
第○条　経営上または業務上の必要が有るときは、会社は労働者に対し休業（以下「会社都合による休業」という。）を命じることができる。会社都合による休業を命じられた者は、労働時間中、自宅に待機し、会社が出社を求めた場合は直ちにこれに応じられる態勢をとらなければならず、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
２　会社都合による休業の期間は、原則として、第○条（会社都合休業の賃金）の休業手当の額（平均賃金の6割）を支払うものとするが、事情によってその額を増額し、又は不可抗力等会社の責めに帰さない事情があるときに限り不支給とすることができる。また、会社都合による休業に代えて在宅勤務又は臨時の勤務場所への一時異動を命ずることができる。
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